【変更点】

○「現在の治験実施状況」に平成１９年１月３１日現在の状況をアップしました。

受託研究契約書（治験）の一部変更を行いました。（以下対比表参照）

「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意点について」（平成18年9月29日付保険局医療課長通知）に伴う、契約書（8-1A,8-2A）の変更対比表
	　　　　　　　　　旧
	　　　　　　　　　　新

	（本治験に係る費用及びその支払方法） 

　初年度に本治験の委託に関して、乙は甲に対し、次の各号に掲げる額について、第2項及び第3項に示すところにより費用を支払うものとする。

一　本治験に要する費用のうち、診療に要する費用以外のものであって、本治験の適正な実施に必要な費用として受託研究費算定要領に基づき算定したもの(消費税を含む。)

　  金○○○○○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○○○○円)

二　本治験に係る診療に要する費用のうち、保険外併用療養費の支給対象外の費用 (消費税を含む。以下「支給対象外費用」という。)


	（本治験に係る費用及びその支払方法） 

　初年度に本治験の委託に関して、乙は甲に対し、次の各号に掲げる額について、第2項及び第3項に示すところにより費用を支払うものとする。

一　本治験に要する費用のうち、診療に要する費用以外のものであって、本治験の適正な実施に必要な費用として受託研究費算定要領に基づき算定したもの(消費税を含む。)

　  金○○○○○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○○○○円)

二　本治験に係る診療に要する費用のうち、保険外併用療養費の支給対象外の費用 (以下「支給対象外費用」という。)




